　介護サービス施設・事業所等を運営する事業者等に向けた
『行橋市原油価格・物価高騰等対策に伴う介護サービス施設等助成事業』
について　


原油価格・物価高騰等対策として、本市における介護サービス等提供体制の確保及び維持に取り組む介護サービス事業者等に対して、行橋市原油価格・物価高騰等対策に伴う介護サービス施設等助成金を給付します。

１　給付対象となる施設
　　以下の施設を運営する事業者等に
	事業区分
	対象サービス（予防給付を含む）

	居宅系事業所
	通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業若しくは第1号訪問事業を行う事業所

	支援事業所
	居宅介護支援又は第1号介護予防支援事業を行う事業所

	入居系事業所
	特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所又は介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院



（注）以下の場合は給付金の給付対象となりません。
・申請を行う日において行橋市内における介護サービス施設及び事業所を廃止している介護サービス事業者等
・既に行橋市が支給する同一の趣旨にかかる他の助成金等を受けている介護サービス事業者等

２　給付額
介護サービス施設・事業所等を運営する１法人につき１０万円とします。
※１０月１日以降に事業所を開設した事業者については、別途ご相談ください。

３　申請書提出期限
　　令和４年１０月１１日～令和４年１２月２８日（当日消印有効）






４　申請の方法等
[bookmark: _GoBack]「行橋市原油価格・物価高騰等対策に伴う介護サービス施設等助成金申請書兼請求書」と振込口座として指定する通帳の写し（金融機関名、口座番号の記載がある部分の写し）を行橋市介護保険課へ提出してください。
なお、申請書につきましては本市ホームページにも掲載しておりますが、令和４年１０月１日時点で給付の対象となる法人には、行橋市介護保険課から郵送いたします。
ご記入後、郵送または持参での提出をお願いします。
ただし、郵送事故などで提出書類が届かない場合は責任を負いかねます。

お問い合わせ・申請書の提出先
〒８２４－８６０１
福岡県行橋市中央１丁目１番１号
行橋市役所　福祉部　介護保険課　　　　
℡　0930‐25‐1111（内）1172・1173


